
 

 

福島再生加速化交付金（長期避難者生活拠点形成）交付要綱（国土交通省） 
 

平成26年２月28日      

令和 ６年３月29日 最終改正 

 

 （通則） 

第１条 

 福島再生加速化交付金制度要綱（平成26年２月28日付け府政防第217号・復本第

269 号・警察庁甲官発第55号・25文科政第89号・厚生労働省発会0228 第２号・25

食第198号・20140226財地第１号・国官会第2892号・原規監発第1402269号通知。

以下「制度要綱」という。）第２に規定する福島再生加速化交付金のうち、福島再生

加速化交付金（長期避難者生活拠点形成）実施要綱（平成26年２月28日付け復本第

271 号・警察庁甲官発第56号・25文科政第91号・厚生労働省発会0228 第５号・25

農振第2068号・国官会第2894号通知。以下「実施要綱」という。）第１の３に規定

する生活拠点形成事業等であって国土交通大臣が所管するものに係るもの（以下「交

付金」という。）の交付に関しては、予算の範囲内で交付するものとし、制度要綱、

実施要綱、福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号。以下「法」という。）、

福島復興再生特別措置法施行令（平成 24 年政令第 115 号）、福島復興再生特別措置

法施行規則（平成 24 年復興庁令第３号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）、国土交通省所

管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・建設省令第９号）その他の法令及び関連通

知のほか、この交付要綱に定めるところによるものとする。 

 

 （交付の目的） 

第２条 

 交付金は、福島県、法第45条第１項に規定する避難先市町村又は法第44条第１項

に規定する避難元市町村その他の地方公共団体（以下「福島県等」という。）に交付

金を交付し、法第 45 条第１項に規定する生活拠点形成事業計画（以下「生活拠点形

成事業計画」という。）に基づく法第 46 条第１項に規定する生活拠点形成交付金事

業等のうち国土交通大臣が所管するものに係るもの（実施要綱第８の１の基金を造成

して実施する事業等を除く。）を実施することを目的とする。 

 

 （交付先） 

第３条 

 交付金は、福島県等の長に対し、その申請に基づいて交付する。 

 

 （交付期間） 

第４条 

  交付金を交付する期間は、生活拠点形成事業計画に記載された計画期間とする。 



 

 

 

 （交付対象事業） 

第５条 

 交付対象事業は、実施要綱第２の１に規定する基幹事業のうち実施要綱別表Ａ－１

からＡ－４まで及びＦ－１からＦ－４までに掲げるもの（以下単に「基幹事業」とい

う。）及び実施要綱第２の２に規定する避難者支援事業等（以下単に「避難者支援事

業等」という。）とし、交付対象事業の細目については附属編において定めるものと

する。 

 

 （交付額） 

第６条 

１ 国土交通大臣は、実施要綱第５により内閣総理大臣から移し替えられた交付金につ

いて、実施要綱第４により福島県等に通知された交付可能額以内で、生活拠点形成事

業計画に掲げる交付対象事業に要する費用を福島県等に交付する。 

２ 交付対象事業に対する毎年度の交付金の交付額は、福島県等ごとに次に掲げる式に

より算出された額（以下「国土交通省交付限度額」という。）を超えないものとする。 

 

国土交通省交付限度額＝（Ｘ＋Ｙ） 

 

  ここで、Ｘ、Ｙは、それぞれ 

Ｘ：基幹事業に係る当該年度の国費算定の基礎額の合計額 

Ｙ：避難者支援事業等に係る当該年度の国費算定の基礎額の合計額 

であり、次に掲げる式により算定した額とする。なお、国土交通省交付限度額の算定

に用いる交付対象事業ごとの国費算定の基礎額の算定方法については附属編において

定めるものとする。 

Ｘ = □ （Ａｉ
ｍ

ｉ= １
× □ｉ＋

Ａｉ−Ａｉ□ｉ−ａｉ

２
） 

Ａｉ：事業ｉの当該年度の事業費（事務費を除く。以下同じ。） 

αｉ：事業ｉに係る基本国費率 

ａｉ：事業ｉの当該年度の事業費のうち国及び福島県等以外の者（民間事業者等）が

負担する額 

 ｍ：事業の数 

Ｙ = □ Ｂｊ× □ｊｎ

ｊ= １
 

Ｂｊ：事業ｊの当該年度の事業費 

βｊ：事業ｊに係る国費率（８／10） 

 ｎ：事業の数 

 



 

 

 （年度間調整等） 

第７条 

１ 要素事業（生活拠点形成事業計画に記載された個々の基幹事業又は避難者支援事業

等をいう。以下同じ。）に対する毎年度の交付金の交付額は、次に掲げる式により算

出された額（以下「要素事業交付限度額」という。）を超えないものとする。 

    基幹事業に係る要素事業交付限度額＝（Ai × αi＋□□－□□α□－ａ□
２

） 

Ａｉ：事業ｉの当該年度の事業費 

αｉ：事業ｉに係る基本国費率 

ａｉ：事業ｉの当該年度の事業費のうち国及び福島県等以外の者（民間事業者等）が負

担する額 

 

避難者支援事業等に係る要素事業交付限度額＝Ｂj × βj 
 

Ｂｊ：事業ｊの当該年度の事業費 

βｊ：事業ｊに係る基本国費率（８／10） 

２ 交付金の交付後、要素事業の進捗の状況により、事業費の実績額に基づいて前項の

規定により算出される要素事業交付限度額が、交付された金額と異なることとなった

ときは、交付された金額から事業費の実績額に基づいて算出される要素事業交付限度

額を控除した額（第４項において「差額」という。）は、次年度以降の要素事業交付

限度額の算定において調整することができる。 

３ 前項の場合において、要素事業に要する費用の総額について国費と地方費の割合を

定め、要素事業ごとの国費の割合を固定しないことができることとする。 

４ 第２項の規定による調整は、次年度以降の当該要素事業の要素事業交付限度額から

差額を控除することにより行う。 

５ 前項の場合において、次年度以降の国土交通省交付限度額は、前条第２項によって

算定された国土交通省交付限度額から前年度の年度間調整額（要素事業ごとの差額の

合計額をいう。）を控除したものとする。 

 

 （交付申請等） 

第８条 

１ 交付金の交付の申請は、福島県等の長が交付申請書を、実施要綱第４の規定による

交付可能額の通知の際に示された日までに、内閣総理大臣を経由して、国土交通大臣

に提出して行うものとする。 

２ 福島県等の長は、交付対象事業のうち当該福島県等が交付金を充てて実施するもの

について交付申請を行うものとする。 

 

 （指導監督交付金） 

第９条 



 

 

 国は、都道府県知事が行う市町村に対する指導監督事務に要する費用として、都道

府県に対し指導監督交付金を交付することができる。 

 

 （交付金の経理） 

第１０条 

 交付金事業者（交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する福島県等及び福島県

等からその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の交付を受けて交付対象事業

を実施する団体等をいう。）及び指導監督交付金の交付を受けた都道府県は、国の交

付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付期間の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

 （監督等） 

第１１条 

１ 国土交通大臣は福島県等に対し、福島県等の長は当該福島県等が補助する間接補助

事業者（福島県等からその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の交付を受け

て交付対象事業を実施する団体等をいう。以下同じ。）に対し、それぞれその施行す

る交付対象事業に関し、適正化法その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度

において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する交付対象事業の促進を

図るため、必要な勧告、助言若しくは援助することができる。 

２ 国土交通大臣は福島県等に対し、福島県等の長は当該福島県等が補助する間接補助

事業者に対し、その施行する交付対象事業につき、交付金の適正な執行を図る観点か

ら監督上必要があるときは、その交付対象事業を検査し、その結果違反の事実がある

と認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべ

きことを命じることができる。 

 

 （その他） 

第１２条  

  この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成26 年２月28 日から施行し、平成25 年度補正予算（第１号）か

ら適用する。 

 

 （旧要綱の廃止等） 

２ 長期避難者生活拠点形成交付金交付要綱（平成25年５月24日付け国官会第347号

通知。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

 

３ 前項の規定による廃止前の旧要綱に基づく平成 25 年度当初予算に係る長期避難者



 

 

生活拠点形成交付金（旧要綱第１条に規定する交付金をいう。次項において同じ。）

の交付については、旧要綱は、なお従前の例による。 

 

４ 前項の規定にかかわらず、実施要綱附則第２項の規定の適用がある場合は、旧要綱

に基づく長期避難者生活拠点形成交付金の交付は、この要綱に基づく交付金の交付と

みなして適用する。 

 

附 則 （平成27年５月７日付け国官会第322号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成27年５月７日から施行する。 

 

附 則 （平成28年４月１日付け国官会第32号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成30年３月30日付け国官会第38号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和６年３月29日付け国官会第26994号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。  



 

 

附属編 交付対象事業及び国費の算定方法 
 

福島再生加速化交付金（長期避難者生活拠点形成）交付要綱（国土交通省）（以下単

に「交付要綱」という。）第５条に規定する交付対象事業（国土交通大臣が所管するも

のに限る。以下同じ。）の細目については、この編の定めるところによる。 

また、交付要綱第６条に規定する国土交通省交付限度額の算定に用いる交付対象事業

ごとの国費算定の基礎額（以下単に「基礎額」という。）はこの編に定めるところによ

り算定するものとする。 

 

 

１ 災害公営住宅整備事業等（災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造

成等） 

 

１．交付対象事業 

 災害公営住宅整備事業等対象要綱（平成24年１月10日付け国住備第199号・国

住心第88号）に規定する災害公営住宅整備事業等を交付対象事業とする。 

 

２．災害公営住宅整備事業等に係る基礎額 

  本事業の基礎額の算定にあたっては、災害公営住宅整備事業等対象要綱第４条の

表の(イ)欄に掲げる事業ごとに、Aiを(ロ)欄に掲げる費用の額とし、αiを(ハ)欄

に掲げる率とし、民間事業者等において負担を生じる場合にあっては ai を当該負

担に係る額（Ai に（ニ）欄に掲げる率を乗じた額以下の場合にあっては、当該

額。）とする。 

 

 

２ 災害公営住宅家賃低廉化事業 

 

１．交付対象事業 
災害公営住宅家賃低廉化事業対象要綱（平成18年３月27日付け国住備第127号）

に規定する災害公営住宅家賃低廉化事業を交付対象事業とする。 
 
２．災害公営住宅家賃低廉化事業に係る基礎額 

本事業の基礎額の算定にあたっては、災害公営住宅家賃低廉化事業対象要綱第２

第１号に掲げる住宅ごとに、Aiを災害公営住宅家賃低廉化事業対象要綱第４に掲げ

る一の住宅の家賃の低廉化に係る対象額（以下「対象額」という。）とし、αiを
同要綱第４に掲げる対象額に乗じる係数に２分の１を乗じた数値とする。 

 

 

３ 東日本大震災特別家賃低減事業 



 

 

 

１．交付対象事業 
東日本大震災特別家賃低減事業対象要綱（平成24年１月10日付け国住備第200

号）に規定する東日本大震災特別家賃低減事業を交付対象事業とする。 
 
２．東日本大震災特別家賃低減事業 に係る基礎額 

本事業の基礎額の算定にあたっては、Ai を東日本大震災特別家賃低減事業対象

要綱第６条に掲げる対象額とし、αiを２分の１とする。 
 
 
４ 公営住宅等ストック総合改善事業 
 
１．交付対象事業 

公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱（平成 17 年８月１日付け国住備第

38-3 号）に規定する公営住宅等ストック総合改善事業並びに住宅地区改良事業等

対象要綱（平成 17 年８月１日付け国住整第 38-3 号）に規定する改良住宅ストッ

ク総合改善事業及び改善推進事業を交付対象事業とする。 
 
２．公営住宅等ストック総合改善事業に係る基礎額 

本事業の基礎額の算定にあたっては、公営住宅等ストック総合改善事業によるも

のは、Ai を公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱第５に規定する個別改善事

業、第６に規定する全面的改善事業及び第８に規定する移転事業に係る対象額とし、

αiを100分の45とし、民間事業者等において負担を生じる場合にあってはaiを

当該負担に係る額（Ai に３分の１を乗じた額以下の場合にあっては、当該額。）

とする。ただし、地方公共団体による民間事業者等に対する補助額が Ai に３分の

２を乗じた額以下のとき、当該補助額に100分の45を乗じた額を、Aiで除した数

値をαi とする。改良住宅ストック総合改善事業によるものは、Ai を住宅地区改良

事業等対象要綱第４第６．に規定する個別改善事業及び全面的改善事業に係る費用

並びに第８．に規定する移転促進及び仮住居等借上に要する経費（耐震改修に伴う

ものに限る。）とし、αiを２分の１とする。 
 

 

５ 道路事業 

 

１．交付対象事業 

地方公共団体（地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担又は補助

金の交付を受けて土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者を含む。）

が実施する一般国道、道路法（昭和27年法律第180号）第56条の規定による国土

交通大臣の指定を受けた主要な都道府県道若しくは市道又は資源の開発、産業の振

興その他国の施策上特に整備する必要があると認められる都道府県道若しくは市町



 

 

村道の新設、改築又は修繕に関する事業であって、次に掲げる基準に適合するもの。 
１ 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、

又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるもの

であること。 
２ 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域

の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。 
 

 

２．道路事業に係る基礎額 

新設に関する事業に係る Ai は当該年度の事業費とし、αi は表 5-1 の左欄に掲

げる事業ごとに同表の右欄に掲げる率とする。 
 

表5-1 

事業 率 

道路法第50条第１項に規定される

事業 

道路法第50条第１項に定める負担の割合 

道路法第56条に規定される事業 道路法第56条に定める補助の割合 

道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律施行令（昭

和34年政令第17号）第１条第３項

第１号及び第２号に規定される事

業 

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律施行令第１条第３項に定める負担

の割合 

道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律施行令第２

条第２項第１号及び第２号に規定

される事業 

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律施行令第２条第２項に定める補助

の割合 

道路の修繕に関する法律（昭和23

年法律第282号）第１条第１項に

規定される事業 

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

（昭和24年政令第61号）第１条第２項に定め

る補助の割合 

原子力発電施設等立地地域の振興

に関する特別措置法（平成12年法

律第148号）第７条第１項に規定

される事業 

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特

別措置法別表（第７条関係）に定める負担又

は補助の割合 

水源地域対策特別措置法（昭和48

年法律第118号）第９条に規定さ

れる事業 

水源地域対策特別措置法別表（第９条関係）

及び附則第３項、第５項、第６項、並びに水

源地域対策特別措置法施行令（昭和49年政令

第27号）第６条及び附則第２項に定める負担

又は補助の割合 

成田国際空港周辺整備のための国

の財政上の特別措置に関する法律

（昭和45年法律第７号）第３条に

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の

特別措置に関する法律別表（第３条関係）、

並びに成田国際空港周辺整備のための国の財



 

 

規定される事業 政上の特別措置に関する法律施行令（昭和45

年政令第28号）第３条及び第４条に定める負

担又は補助の割合 

明日香村における歴史的風土の保

存及び生活環境の整備等に関する

特別措置法（昭和55年法律第60

号）第５条に規定される事業 

明日香村における歴史的風土の保存及び生活

環境の整備等に関する特別措置法施行令（昭

和55年政令第156号）第５条に定める負担又

は補助の割合 

交通安全施設等整備事業の推進に

関する法律（昭和41年法律第45

号）第６条第２項及び第３項に規

定される事業 

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

第６条第２項及び第３項に定める負担又は補

助の割合 

積雪寒冷特別地域における道路交

通の確保に関する特別措置法第６

条に規定される事業 

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に

関する特別措置法第６条に定める負担又は補

助の割合 

道路法施行令第34条の２の３第１

項第１号及び第２項に規定される

事業 

道路法施行令第34条の２の３第１項及び第２

項に定める補助の割合 

道路法施行令第34条の２の３第３

項に規定される事業 

道路法施行令第34条の２の３第３項に定める

補助の割合 

沖縄振興特別措置法（平成14年法

律第14号）第105条に規定される

事業 

沖縄振興特別措置法施行令（平成14年政令第

102号）別表（第38条関係）に定める負担又

は補助の割合 

道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律施行令第１

条第４項に規定される事業 

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律施行令第１条第４項に定める負担

の割合 

離島振興法（昭和28年法律第72

号）第７条に規定される事業 

離島振興法別表（第７条関係）に定める負担

又は補助の割合 

奄美群島振興開発特別措置法（昭

和29年法律第189号）第６条に規

定される事業 

奄美群島振興開発特別措置法施行令（昭和29

年政令第239号）別表（第１条関係）に定め

る負担又は補助の割合 

共同溝の整備等に関する特別措置

法（昭和38年法律第81号）第22条

第２項に規定される事業 

共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第

２項に定める負担又は補助の割合 

電線共同溝の整備等に関する特別

措置法（平成７年法律第39号）第

22条第２項に規定される事業 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22

条第２項に定める負担又は補助の割合 

土地区画整理法第121条に規定さ

れる事業 

土地区画整理法第121条に定める負担の割合 

 

改築又は修繕に関する事業に係る Ai は当該年度の事業費とし、αi は表 5-2 に

定める率とする。なお、道路局所管補助事業採択基準等（平成13年３月30日付け

国道総第589号）、街路・交通連携推進事業採択基準、公共団体等区画整理補助事



 

 

業実施要領（平成21年11月11日付け国都市第25-2号）、組合等区画整理補助事

業実施要領（平成21年11月11日付け国都市第25-2号）、又は市街地再開発事業

等管理者負担金補助採択基準に定める基準に適合する事業に係るαiは、表5-1 の

左欄に掲げる事業ごとに同表の右欄に掲げる率とすることができる。 
 

 

 

表5-2 

 
地方公共団体 

引上率δ 
1.00 1.01～1.09 1.10～1.18 1.19～ 

一 沖縄県の区域内の地方

公共団体 
指定区間外国道・県道の改築・修繕 

市町村道の改築・修繕 

9.0/10 (※1) 

 8.0/10 (※2) 

 

二 奄美群島の地域内の地

方公共団体 
指定区間外国道の改築 

指定区間外国道の修繕及び県道又は市町村道の改築・修繕 

8.0/10 (※3) 

7.0/10  

 

三 北海道の区域内の地方

公共団体(防雪又は凍雪

害の防止に関する事業

を実施する地方公共団

体を除く｡) 

6.0/10 6.5/10 7.0/10 

四 離島の地域内の地方公

共団体(一から三までに

掲げるものを除く。） 

 

6.0/10 

 

6.5/10 

 

7.0/10 
7.5/10 

(※3､4) 

五 その他の地方公共団体 5.5/10 6.0/10 6.5/10 7.0/10 

 
※１ 市街地再開発事業に係る改築又は県道の改築のうち道路整備事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律施行令第１条第１項第５号に係るものについて

は、8/10 

※２ 土地区画整理事業に係る改築については、9/10 

※３ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第１条第１項

各号に係るものについては、7/10 

※４ 指定区間外国道の修繕に係るもの及び市町村が行うものについては、7/10と

する。 

注１）防雪又は凍雪害の防止に関する事業（上記一、二、四に掲げるものを除

く。）については、道府県が行うものにあっては6.0/10×δ、市町村が行うも

のにあっては 6.0/10とする。 

注２）δは地方公共団体の引上率で、都道府県においては、後進地域の開発に関す

る公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和36年法律第112号）第

３条第４項に基づき総務大臣が通知する値とし、市町村においては、財政力指数

が0.46未満の市町村（以下「適用団体」という。）については、次の式によって



 

 

計算した値とする。なお、これに該当しない地方公共団体においては、1.00とす

る。 

引上率 ＝ 1＋0.25× 
0.46－当該適用団体の財政力指数 

0.46－財政力指数が最小の適用団体の当該財政力指数 

（小数点第二位未満は切り上げ） 

なお、財政力指数は、地方交付税法（昭和25年法律第211号）第14条の規定に

より算定した基準財政収入額を同法第 11 条の規定により算定した基準財政需要額

で除して得た数値で、当該年度の前々年度より過去３年度内の各年度に係るものを

合算したものの３分の１の数値とする。 
 

 

６ 下水道事業 

公共下水道、都市下水路の設置又は改築に関する事業で、下水道法施行令（昭和

34年政令第147号）第24条の２に定めるものを対象とした事業（ただし、下水道法

施行令第 24 条の２第１項第１号及び第２号並びに第２項の規定に基づき定める件

（昭和46年建設省告示第1705号）第６項第４号から第８号までに係るものを除く。）

をいう。 
 
１．交付対象事業の要件 

公共下水道事業（特定公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道を除く。以下

同じ。）、都市下水路事業、特定環境保全公共下水道事業は、次に掲げる要件をそ

れぞれ満たす事業をいう。 
①公共下水道事業 

公共下水道事業が交付対象事業となる地域は、次に掲げる要件を満たすもので

あること。 
(a) ③に定める特定環境保全公共下水道事業を行うことができる地区の要件に該

当しないもの。 
(b) 新たに下水道法第２条第３号イの公共下水道事業を実施する都市にあっては、

都市計画区域内であるもの。 
②都市下水路事業 

都市下水路事業で交付対象事業となるものは、次のすべてに該当するものであ

ること。 
(a) 集水面積50ha以上のもの。 
(b) 浸水指数5,000以上の区域を排水するもの。 
（浸水指数＝浸水戸数×浸水回数×浸水時間） 

(c) 全体事業費３億円以上であること。 
③特定環境保全公共下水道事業 

特定環境保全公共下水道事業で交付対象事業となるものは、次のいずれかに該

当するものであること。 
（ア）事業の対象地区に係る計画排水人口が概ね 1,000 人以上 10,000 人以下で



 

 

あること。ただし、水質保全上等特に緊急に下水道整備を必要とする地区は

この限りでない。 
（イ）自然保護のために施行されるものにあっては、自然公園法第２条に該当す

る地区で行われるものであること。(自然保護下水道) 
（ウ）生活環境の改善を図るために施行されるものにあっては、次に掲げる要件

のいずれかに該当するものであること。(農山漁村下水道) 
(a) 事業の対象地区に係る計画排水人口の密度が原則として１ha 当たり 40

人以上であること。 
(b) 市街化区域における生活環境の改善を目的として施行される公共下水道

の整備に合わせ、これと一体的に行うことが効率的であること。 

 

２．交付対象事業の内容 

①公共下水道事業 
交付対象事業は下水道法施行令第 24 条の２を準用し、次の補完施設を含むも

のとする。 
(a) 主要な管渠に附属する、ます、取付管、マンホール、雨水吐、吐口等の施設 
(b) ポンプ施設を補完するスクリーン、沈砂池等の施設 
(c) 終末処理場を補完する管理棟、計量設備、ポンプ設備等の施設 
(d) 終末処理場以外の処理施設（前処理場）とそれを補完する管理棟、計量設備、

ポンプ設備等の施設 
②都市下水路事業 

交付対象事業は次に掲げる範囲のものとする。 
(a) 内法（開水路の場合は上幅）1m以上（新世代下水道支援事業リサイクル推進

事業のうち積雪対策に資する事業として実施されるものについては、内法（開

水路の場合には上幅）が0.6m以上）の排水渠又は内径0.7m以上の排水管及び

これに附属する取付管渠、マンホール、吐口等の施設。ただし、離島振興対策

事業として実施されるものについては内径又は内法（開水路の場合には上幅）

が 0.5m 以上の管渠及びこれに附属する取付管、マンホール、吐口等の施設。

なお、開水路の場合には転落防止のためのフェンスを含む。 
(b) ポンプ施設及びこれを補完するスクリーン、沈砂池等の施設。 

③特定環境保全公共下水道事業 
交付対象事業の範囲は、①と同様とする。 

 

３．通常の下水道事業に係る基礎額 

本事業の基礎額の算定に当たっては、以下のとおりとする。 
Ai．基礎額算定の対象となる交付対象事業の事業費 

本事業として実施する２．に掲げる交付対象事業の事業費。 
αi．国費率 

下水道法施行令第24条の２に規定する補助率(ただし、下水道法以外の法令に

より、補助率の嵩上げが規定されている場合は、当該補助率に基づく国費率)を



 

 

準用する。 

７ 都市公園事業 

 

１－１．目的 
都市公園事業は、居住制限者の生活の拠点を形成する事業として都市公園の整備

を行うことにより、居住制限者の生活の安定を図ることを目的とする。 

 

１－２．交付対象事業の要件 
「都市公園事業」とは、以下に掲げる①及び②の要件を満たす都市公園の整備に

関する事業をいう。 
 ①面積要件 

0.05ha以上4ha 以下とする。 
②都市公園等整備水準要件 
市区町村事業においては、以下のⅰ）又はⅱ）の要件を満たすこと。ただし、

居住制限者が入居する公営住宅の徒歩圏域内に以下のⅰ）のｲ）からﾊ）までの公

園・緑地が確保されていない場合は、これを適用しない。 
ⅰ）一の市町村の区域内における以下のｲ）からﾊ）までの公園・緑地の都市計

画区域内住民一人当たりの敷地面積の合計が10 ㎡未満 
ｲ）都市公園 
ﾛ）特別緑地保全地区（近郊緑地特別保全地区を含む。）又は歴史的風土特

別保存地区における買い入れた土地であって市民に公開している緑地 
ﾊ）都市緑地法に基づく市民緑地契約又は管理協定に基づき国の補助を受け

施設整備を行い市民に公開している緑地 
ⅱ）同市町村の DID 地域内における上記ⅰ）のｲ）からﾊ）までの公園・緑地

の住民一人当たりの敷地面積の合計が5 ㎡未満 
 
１－３．交付対象事業 

本事業の交付の対象となる事業は、(1)及び(2)に掲げるとおりとする。 
(1) 施設整備 
都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）第31条各号に定める公園施設の

整備を対象とする。ただし、特殊公園については、風致公園及び墓園のうち緑地

部分を対象とする。 
(2) 用地取得 
都市公園の用地の取得を対象とする。ただし、街区公園の用地買収については、

１箇所当たり面積0.25ha以上の街区公園について0.25haまで、都市緑地の用地

買収については、１箇所当たり面積0.10ha以上の都市緑地を対象とする。 
 
１－４．交付対象 

福島県等（歴史まちづくり法第５条第８項に位置づけられた都市公園においては、

都市公園法第５条に規定する設置管理許可又は管理許可を受けた施設（許可期間終



 

 

了後も継続して公園管理者に財産が帰属するもの）を整備する公園管理者以外の地

方公共団体及び歴史まちづくり法第 25 条に基づき認定歴史的風致維持向上計画に

記載した同法第５条第３項第２号に規定する公園施設を整備する認定市町村を含

む。） 
 
２．都市公園事業に係る基礎額 
① 施設整備に要する費用 
都市公園法施行令第 31 条各号に定める公園施設の整備に要する費用を Ai とし、

αiを２分の１とする。 
また、歴史的風致維持向上支援法人が設置管理若しくは管理する施設を整備し、

特定地方公共団体が当該法人に対し、当該整備に要する費用を補助する場合にあっ

ては、以下のとおりとする。 
αi＝Ci／２Ai 
（ただし、αiが３分の１を超える場合は、αiを３分の１とする。） 
Ai：歴史的風致維持向上支援法人が当該施設の整備に要する全体費用 
Ci：当該特定地方公共団体が補助に要する費用 

② 用地取得に要する費用 
都市公園の用地の取得に要する費用をAiとし、αiを３分の１とする。 

③ 民間事業者等において負担を生じる場合にあっては、aiを当該負担に係る額

（Aiに３分の１を乗じた額以下の場合にあっては、当該額。）とする。 
 
８ 水道施設整備事業 

 

 １．水道施設整備事業の内容 

   水道施設整備事業の対象事業は、生活拠点形成事業計画に基づいて福島県又は市

町村（一部事務組合を含む。）が行う、水道施設の整備に必要な事業（民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第

８条第１項の規定により選定された選定事業者が、同法第14条第１項の規定により

整備した施設を福島県又は市町村が買収する事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）

を含む。）（以下「交付対象事業」という。）であって、交付対象施設は別表第１

のとおりとする。 

 

 ２．交付対象事業費 

  ① 交付の対象となる事業費（以下「交付対象事業費」という。）は、別表第２に

定める算定基準により、それぞれ算定された額（実支出額がその算定基準により

算定された額より少ないときは、実支出額とする。）の合計額とする。 

② ＰＦＩ事業の実支出額は、別表第１の第２欄に掲げる施設を補助事業者が買収

するために必要な費用（施設の維持・管理費用及び金利分を除く。）とする。 

 

 ３．水道施設整備事業に係る基礎額 

   交付対象事業費と当該事業に要する総事業費から、寄付金その他の収入額（給水



 

 

区域内住民の拠出又はこれに準ずる拠出による収入額を除く。）を控除した額を比

較していずれか少ない方の額に、別表第１の第３欄に掲げる基本国費率を乗じて得

た額とする。 

 

別表第１ 

１．区分 ２．交付対象施設 ３．基本国費率 

水道施設整備

事業 

１．次に定める施設及び当該施設設置のために必

要な最小限の用地及び補償費 

(1) 井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプそ

の他取水に必要な施設 

(2) 導水管、送水管、その他導送水に必要な施   

  設 

(3) 浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設 

(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設 

(5) 飲料水供給施設にあっては、(1)から(4)ま

でに掲げるもののほか､ 給水に必要な施設で

あって屋外に新設する部分。ただし、次に掲

げるものを除く。 

ア 給水栓 

イ 立上り管 

２．１に掲げる施設には次の施設を含まないもの

とする。 

(1) 事務所及び倉庫（工事施工のための仮事務

所及び仮設倉庫を除く。）並びに門、さく、

へい、植樹その他維持管理に必要な施設 

(2) 給水装置 

１／３ 

 

  



 

 

 

別表第２ 

  (1) 直営施工の場合 

 

1 費目 

 

２種目 

 

3 細分 

 

4 算 定 方 法 

 

5 説  明 

 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事 

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附帯工事

費 

 

 

 

 

用地費及

び補償費 

 

 

 

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

保険料 

 

 

 

 

 

 

その他 

の諸費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取

得費 

用地使

用費 

 

 別に定める主要資材単価表

を標準とすること。 

 

 

 

 

 

 

  別に定める職種別賃金日額

表及び工事設計歩掛表の標準

単価を標準とすること。 

 

 補助事業者が直接支弁す

る、当該本工事費から賃金の

支弁される労務者に係る労務

者保険料であって、関係各法

令に定められた額の合計額と

する。 

 

  材料費、労務費及び保険料

以外の経費で本工事に要する

諸掛りの費用（特許権使用

料、水道・光熱・電力料、運

搬費、準備費、仮設費、安全

費、役務費、環境対策費）の

適正な実支出額とする。 

 

  本工事費の算定方法に準じ

て算定する。 

 

 

 

 

  適正な実支出額とする。 

 

 

 

 

１ 「本工事費」とは、

次の額の合計額をいう。 

(1) 当該施設の工事の

施工に直接必要な材料

費、労務費、その他当該

工事を施工するに直接必

要とする経費（特許権使

用料、水道・光熱・電力

料）の合計額 

(2) 当該施設の工事の

施工に間接的に必要な経

費（運搬費、準備費、仮

設費、安全費、役務費、

環境対策費）の合計額 

(3) 補助事業者が直接

支弁する、当該本工事費

から賃金の支弁される労

務者に係る労働者災害補

償保険料、失業保険料、

厚生年金保険料、健康保

険料及び建設業退職金共

済組合掛金等の関係各法

令に定められた額の合計

額 

 

 

 

２ 「附帯工事費」と

は、当該施設の工事施工

に伴い必要不可欠な附帯

工事に要する費用をい

う。 

 

３ 「用地取得費」「用

地使用費」とは、工事の

施工に必要な最小限度の

用地を取得又は賃借に要



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械器具

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営繕費 

 

 

 

 

 

 

 

補償費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額（用地費及

び補償費、工事雑費、事務費

等に計上すべき費用を除

く。）とする｡ 

 

 

 

 

 

 

  適正な実支出額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該直営施工に係る工事費

（営繕費及び工事雑費を除

く。以下この項において「工

事費」という。）に次の各号

に定める率を乗じて得た額の

範囲内とする。 

なお、第２号から第４号まで

の場合において、それぞれ算

する費用をいう。「補償

費」とは、工事を施工す

るため取得し、又は賃借

した土地に既存する建

物、立木その他の物件の

除去移転等に伴う損失の

補償に要する費用及び水

利費用、隧道掘削等に伴

う漁業、農業、その他の

補償に要する費用（補償

金に代え直接施工する補

償工事に要する費用を含

む。）をいう。 

 

４ 「調査費」とは、当

該施設、管路等の設計及

びそれに必要な地形測

量、地質調査、土質調

査、水質試験、水文調

査、管路更新調査並びに

工事を実施するために必

要な測量試験等に要する

費用をいう。 

 

５ 「機械器具費」と

は、工事を直営で施工す

る場合に、工事の施工に

直接必要な機械器具、車

両（乗用車を除く。）、

船舶等の購入費、借料、

運搬費（船舶保険料を含

む。）並びに据付、撤

去、及び修理、製作に要

する費用をいう。 

 

６ 「営繕費」とは、工

事を直営で施工する場合

に必要な現場事務所、見

張所、倉庫、仮設宿舎等

の 新 築 （ 購 入 を 含

む。）、改築、移転、修

繕に要する費用及び借料

並びにこれらの建物に係



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出される額が、それぞれの号

の前号において算出される額

の最高額に満たないときは、

当該最高額の範囲内において

増額することができる。 

(1) 工事費が1,000万円以下

の場合        1,000分の50 

(2) 工事費が1,000万円をこ

え3,000万円以下の場合  

                 1,000 分 の

40 

(3) 工事費が3,000万円をこ

え10,000万円以下の場合  

                 1,000 分 の

30 

(4) 工事費が10,000万円をこ

える場合      1,000分の20 

 

直営施工に係る工事費（工事

雑費を除く。）に1,000分の40

を乗じて得た額の範囲とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事費（工事雑費を除く。）

に次の各号に定める率を乗じ

て得た額の範囲内とする。 

なお、第２号から第５号の場

る敷地の買収費及び借料

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 「工事雑費」とは、

補助事業者が当該施設の

工事等の施工に附随して

要する費用であって、職

員旅費、消耗品費、備品

費、通信運搬費、印刷製

本費、監督料等の人件費

及び物件費をいう。 

ただし、この事務費には

委員会費、協議会費等の

間接的に必要と認められ

る費用及び補助事業者の

経常的職員に対する給

料、諸手当等は含まれな

いものとする。 

 

８ 「事務費」とは、補

助事業者において当該補

助事業の施工のため直接

必要な事務に要する費用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合において、それぞれの号の

前号において算出される最高

額に満たないときは、当該最

高額の範囲内において増額す

ることができる。 

(1)  工事費が 1,000万円以下

の場合        1,000分の45 

(2) 工事費が 1,000万円をこ

え 3,000 万 円 以 下 の 場 合              

1,000分の25 

(3) 工事費が 3,000万円をこ

え30,000万円以下の場合 

                 1,000 分 の

20 

(4)  工事費が30,000万円をこ

え50,000万円以下の場合 

                 1,000 分 の

15 

(5) 工事費が50,000万円をこ

える場合      1,000分の10 

 

であって、職員旅費、消

耗品費、備品費、通信運

搬費、印刷製本費、監督

料等の人件費及び物件費

の合計額をいう。 

ただし、この事務費には

委員会費、協議会費等の

間接的に必要と認められ

る費用及び当該地方公共

団体の経常的職員に対す

る給料、職員手当は含ま

ないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  



 

 

 (2)請負施工の場合 

 

1 費目 

 

２種目 

 

3 細分 

 

 4 算 定 方 法 

 

5 説 明 

 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１本工事

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料費 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通仮設

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接工事費のうち、材料費に

ついては、別に定める主要資

材単価表を標準とすること。 

 

 

直接工事費のうち、労務費に

ついては別に定める職種別賃

金日額表及び工事設計歩掛表

の標準単価を標準とするこ

と。 

 

直接工事費のうち、直接経費

については、特許使用料、水

道光熱電力料（工事施工に直

接必要とする分）、機械器具

損料の合計額を計上するこ

と。このうち、機械器具損料

については、別に定める機械

損料表によること。 

 

 

 

間接工事費のうち、共通仮設

費については、工事の施工に

必要な機械器具等の運搬、移

動に要する費用、準備、跡片

付け、整地等に要する費用、

機械設備の設置・撤去、用

水、電力等の供給施設の設

置、撤去及び仮道布設、現場

補修等に要する費用、仮設工

事、事業損失防止施設、材料

置場等の土地の借上げに要す

る費用及び電力、用水等の基

本料金に要する費用、技術管

理に要する費用、現場事務

所、労務者宿舎及び材料置場

等の営繕に要する費用、労務

者輸送に関する費用、交通の

 

「本工事費」とは、

当該施設の工事を施

工するのに直接に要

する費用であって、

直接工事費、間接工

事費及び一般管理費

をいう。                            

 

 

 

 

「直接工事費」と

は、工事の施工に直

接必要とする材料

費、労務費及び直接

経費をいう。 

 

 

 

 

 

 

「間接工事費」と

は、直接工事費以外

の工事費及び経費で

あって、共通仮設費

及び現場管理費をい

う。 

「共通仮設費」と

は、工事の施工に必

要な運搬費、準備

費、役務費、技術管

理費、営繕費、事業

損失防止施設費、安

全費及び環境対策費

に要する費用をい

う。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２附帯工

事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理、安全施設等に要する費

用並びに環境対策等に要する

費用をいう。 

なお、共通仮設費は、毎年

度、国土交通省水管理・国土

保全局長通知で示す「水道施

設整備費国庫補助事業に係る

歩掛表」（以下「歩掛表」と

いう。）に定める工種区分に

したがって、所定の率計算に

よって得られた額に積上げ計

算による額を加算して算出す

るものとする。また、止むを

得ない事由により工事を分割

して施工する場合は、当該分

割した工事ごとに算定するこ

と。 

 

現場管理費については、歩掛

表に定める工種区分にしたが

って、所定の率計算によって

得た額の範囲内とする。 

なお、止むを得ない事由によ

り工事を分割して施工する場

合は、当該分割した工事ごと

に算定すること。 

 

 

 

一般管理費は、歩掛表に定め

る工種区分にしたがって、所

定の率計算によって得た額の

範囲内とする。 

なお、止むを得ない事由によ

り工事を分割して施工する場

合は、当該分割した工事ごと

に算定すること。 

 

 

 

附帯工事費は、本工事費の算

定基準に準じて算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現場管理費」と

は、請負業者が工事

を施工するために必

要な現場経費であっ

て、労務管理費、地

代、家賃、水道光熱

費、運賃、消耗品

費、通信通搬費その

他に要する費用をい

う。 

 

「一般管理費」と

は、請負業者が工事

を施工するために必

要な一般管理費、利

潤等であって、諸給

与、福利厚生費、事

務用品費、通信運搬

費、保険料、租税公

課、旅費、その他に

要する費用をいう。 

 

「附帯工事費」と

は、本工事に附帯し

て施工することが必

要な工事に要する費



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３用地費

及び補償

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４調査費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５機械器

具費 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取得

費 

用地使用

費 

補償費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 用地費及び補償費について

は、適正な実支出額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査費については、適正な実

支出額（用地費及び補償費、

工事雑費、事務費等に計上す

べき費用を除く。）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

機械器具費については、適正

な実支出額とする。 

 

 

 

 

 

用をいう。 

 

「用地取得費」「用

地使用費」とは、工

事の施工に必要な最

小限度の用地を取得

又は貸借に要する費

用をいう。「補償

費」とは、工事を施

工するため取得し、

又は貸借した土地に

既存する建物、立木

その他の物件の除去

移転等に伴う損失の

補償に要する費用及

び水利費用、隧道掘

削等に伴う漁業、農

業、その他の補償に

要する費用（補償金

に代え直接施工する

補償工事に要する費

用を含む。）をい

う。 

 

「調査費」とは、当

該施設、管路等の設

計及びそれに必要な

地形測量、地質調

査、土質調査、水質

試験、水文調査、管

路更新調査並びに工

事を実施するために

必要な測量試験等に

要する費用をいう。 

 

「機械器具費」と

は、工事を直営で施

工する場合に、工事

の施工に直接必要な

機械器具、車両（乗

用車を除く。）、船

舶等の購入費、借

料、運搬費（船舶保



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６営繕費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７工事雑

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営繕費については、適正な実

支出額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事雑費については、１の本

工事費から６の営繕費までの

険料を含む。）並び

に据付、撤去、及び

修理、製作に要する

費用をいう。 

なお、事業主体が機

械器具等を請負業者

に貸与して請負工事

を施工させることが

特に必要と認められ

る場合には当該機械

器具等に要する費用

を計上することがで

きる。 

 

「営繕費」とは、工

事を直営で施工する

場合に必要な現場事

務所、見張所、倉

庫、仮設宿舎等の新

築 （ 購 入 を 含

む。）、改築、移

転、修繕に要する費

用及び借料並びにこ

れらの建物に係る敷

地の買収費及び借料

をいう。 

なお、請負施工に係

る大規模工事又は工

事現場が遠隔地等に

より補助事業者が請

負工事の施工を監督

するための現場事務

所、見張所等の設置

が特に必要と認めら

れる場合に限り、こ

れらに要する費用及

び借料等について適

正な実支出額を計上

することができる。 

 

「工事雑費」とは、

補助事業者が当該施

設の工事等の施工に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計に1.5％を乗じて得た額

の合計額の範囲内の額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費については、１の本工

事費から６の営繕費までの合

計額に、次の各号に定める率

を乗じて得た額の範囲内とす

る。 

なお、各対応額の率を適用し

た場合の額が、直近下位の最

高額に満たない場合は、当該

最高額の範囲内において増額

することができる。 

(1) 合計額が1,000万円以下

の場合 1000分の45 

(2) 合計額が1,000万円をこ

え3,000 万円以下の場合 

1,000分の25 

(3) 合計額が3,000万円をこ

え30,000万円以下の場合 

1,000分の20 

(4) 合計額が30,000万円を

こえ50,000万円以下の場合 

1,000分の15 

(5) 合計額が50,000万円を

こえる場合 1,000分の10 

 

付随して要する費用

であって、工事の現

場事務に必要な備品

費、消耗品費、貸

金、印刷製本費、光

熱水科、通信運搬

費、雑役務費、連絡

旅費及び工程の関係

ある職員の給与（退

職手当を除く。）並

びにこの費目から賃

金又は給与が支弁さ

れる者に係る補助事

業者負担の労働者災

害補償保険料等その

他に要する費用をい

う。 

 

「事務費」とは、補

助事業者が事業施工

のため直接必要な事

務に要する費用であ

って、職員旅費、消

耗品費、備品費、通

信運搬費、印刷製本

費、監督料等の人件

費及び物件費をい

う。 

ただし、この事務費

には委員会費、協議

会費等の間接的に必

要と認められる費用

及び補助事業者の経

常的職員に対する給

料、諸手当等は含ま

れないものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

 

９ 避難者支援事業等 

 
１．交付対象事業 

実施要綱第２の２（１）に定めるところによる。 
 

２．避難者支援事業等に係る基礎額 

基礎額の算定にあたっては、Bj を当該年度の当該避難者支援事業等の事業費

（事務費を除く。）とし、βjを10分の８とする。 
なお、間接補助（福島県等が交付金事業者に対し、交付対象事業に要する経費の

一部を負担し、又は補助することをいう。）の場合においては、当該福島県等が負

担し、又は補助する費用（事務費を除く。）の額の範囲内に限り、事業費として計

上することができる。 


